
153

122 指導 勧告

275

216

5

221
496 312 409 1217

266 369 37 672 助言 指導 勧告

762 681 446 1889 340 222 3

(±0) （+1) (±0)

■地区別集計表

助言 指導 勧告

空家等 21 8 12 41

特定空家等 11 10 4 25

空家等 58 37 43 138

特定空家等 17 32 1 50

空家等 34 18 26 78

特定空家等 13 22 0 35

空家等 44 36 32 112

特定空家等 14 30 1 45

空家等 43 59 71 173

特定空家等 30 60 6 96

空家等 87 70 66 223

特定空家等 22 78 5 105

空家等 10 1 17 28

特定空家等 11 5 2 18

空家等 46 19 31 96

特定空家等 26 30 2 58

空家等 20 5 6 31

特定空家等 28 18 3 49

空家等 24 7 16 47

特定空家等 25 15 2 42

空家等 40 39 39 118

特定空家等 28 29 3 60

空家等 21 4 25 50

特定空家等 22 18 3 43

空家等 48 9 25 82

特定空家等 19 22 5 46

空家等 496 312 409 1217

特定空家等 266 369 37 672

762 681 446 1889 340 222 3

倉 吉 市 空 家 等 累 計 登 録 件 数 

令和7年11月30日

管理不全空家等

即入居が可能な状態 法13条　指導･勧告

多少の修繕が必要

小計

修繕が必要

その他 特定空家等

小計
合計

特定空家等

合計

合計

判定
法令による行政指導

Ａ
空家

現存数

Ｂ
解体済

Ｃ
利用
判明

Ａ～Ｃ
累計

空
家
等

2 0
管
理
不
全

　

空
家
等

法22条　助言･指導･勧告

地区名 判定
法令による行政指導

Ａ
空家

現存数

Ｂ
解体済

Ｃ
利用
判明

Ａ～Ｃ
累計

上北条

上井

西郷

上灘

成徳

明倫

灘手

社

北谷

高城

小鴨

上小鴨

関金

小計

※表中の空家等、特定空家等は空住戸等及び特定空住戸等を含むものとする。


